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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リスナーに対して仮想音像位置と実音源位置との上下方向の位置関係は変化させずに方
位角を変えて予め測定される方位角毎における前記仮想音像位置から放音される音声の前
記リスナーの耳までの第１の頭部音響伝達関数と、前記実音源位置から放音される音声の
前記リスナーの耳までの第２の頭部音響伝達関数とのスペクトラム差分が示す周波数－ゲ
イン特性において、変化の傾向が共通する周波数区間について、当該スペクトラム差分に
応じた周波数－ゲイン特性を、音声信号に対して付与して出力するフィルタ手段を備える
音響処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の音響処理装置であって、
　前記実音源位置が前記リスナーに対して下方に位置し、前記仮想音像位置が前記リスナ
ーに対して上方にある場合に、入力音声信号に対し周波数の８ｋＨｚ付近を強調する強調
手段を備える音響処理装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の音響処理装置であって、
　前記フィルタ手段は、前記スペクトラム差分に応じた周波数－ゲイン特性のレベル調整
を行うことができるものであり、
　ユーザーから前記スペクトラム差分に応じた周波数－ゲイン特性のレベル調整の指示情
報を受け付けて、これを前記フィルタ手段に対して供給するレベル指示手段を備える音響
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処理装置。
【請求項４】
　リスナーに対して仮想音像位置と実音源位置との上下方向の位置関係は変化させずに方
位角を変えて予め測定される方位角毎における前記仮想音像位置から放音される音声の前
記リスナーの耳までの第１の頭部音響伝達関数と、前記実音源位置から放音される音声の
前記リスナーの耳までの第２の頭部音響伝達関数とのスペクトラム差分が示す周波数－ゲ
イン特性において、変化の傾向が共通する周波数区間について、当該スペクトラム差分に
応じた周波数－ゲイン特性を、フィルタ手段が音声信号に対して付与して出力する音像定
位処理方法。
【請求項５】
　音声データを処理するコンピュータが、
　リスナーに対して仮想音像位置と実音源位置との上下方向の位置関係は変化させずに方
位角を変えて予め測定される方位角毎における前記仮想音像位置から放音される音声の前
記リスナーの耳までの第１の頭部音響伝達関数と、前記実音源位置から放音される音声の
前記リスナーの耳までの第２の頭部音響伝達関数とのスペクトラム差分が示す周波数－ゲ
イン特性において、変化の傾向が共通する周波数区間について、当該スペクトラム差分に
応じた周波数－ゲイン特性を、音声信号に対して付与する、コンピュータ読み取り可能な
音像定位処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、テレビジョン受像機や車載オーディオ機器等の音声信号を再生処
理する装置に適用され、再生される音声による音像を移動させる装置、方法、プログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の大画面化されたテレビジョン受像機や車載のオーディオ機器では、スピーカがリ
スナーの頭部よりも下方に配置されることが多くなっている。このため、リスナーの頭部
よりも下方に配置されたスピーカからそのまま再生音声を放音するようにした場合には、
音像がリスナーの頭部よりも下方に展開し、不自然な音場感となってしまう。
【０００３】
　そこで、このような状態を改善するため、音像の定位位置を上昇させ自然な音場感を得
る機能が求められている。従来は、例えば、特許文献１（実開平５－４３７００号公報）
おいて開示されているように、聴感上、頭上に音源方向を感じるような周波数帯域成分（
８ｋＨｚ付近）を強調するような処理が行われてきた。
【０００４】
　このような音源方向とは関係なく刺激の中心周波数に依存して特定の方向性を知覚され
る周波数帯域は、Blauertにより方向決定帯域（Directional Band）として定義されてい
る。これについては、例えば後に記す非特許文献１に記されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開平５－４３７００号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Blauert,J.(1969/70)"Sound localization in the median plane" Acus
tica 22, 205-213
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　しかしながら、上述した頭上方向の方向決定帯域は、約８ｋＨｚを中心とした狭帯域な
もののみであり、実際にこの帯域を強調する処理のみでは様々な周波数スペクトルを有す
る音声においては効果が不安定である。
【０００８】
　このため、できるだけ広帯域に渡って音像上昇効果など、音像定位効果を得られるよう
にすることが望まれている。
【０００９】
　以上のことに鑑み、この発明は、複雑な処理を行うことなく、広い周波数帯域に渡って
、上方向、あるいは、下方向の音像定位効果を安定に得られるようにすることを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明の音響処理装置は、リスナーに対して
仮想音像位置と実音源位置との上下方向の位置関係は変化させずに方位角を変えて予め測
定される方位角毎における仮想音像位置から放音される音声のリスナーの耳までの第１の
頭部音響伝達関数と、実音源位置から放音される音声の前記リスナーの耳までの第２の頭
部音響伝達関数とのスペクトラム差分が示す周波数－ゲイン特性において、変化の傾向が
共通する周波数区間について、当該スペクトラム差分に応じた周波数－ゲイン特性を、音
声信号に対して付与して出力するフィルタ手段を備える。
 
【００１１】
　この請求項１に記載の発明の音響処理装置によれば、フィルタ手段によって、音声信号
に対して、仮想音像位置から放音される音声のリスナーの耳までの予め測定される第１の
頭部音響伝達関数と実音源位置から放音される音声の耳までの予め測定される第２の頭部
音響伝達関数とのスペクトラム差分に応じた周波数－ゲイン特性が付与される。
【００１２】
　これにより、出力される音声信号について、実音源位置から放音される音声の耳までの
予め測定される第２の頭部音響伝達関数に応じた影響を低減させて、当該第２の頭部音響
伝達関数に応じた特性をフラットにさせることができる。その上で、仮想音像位置から放
音される音声のリスナーの耳までの予め測定される第１の頭部音響伝達関数に応じた影響
を付加することができる。これにより、再生音声の音像の定位位置を、仮想音像位置の方
向に移動させることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、複雑な処理を行うことなく、広い周波数帯域に渡って、上方、ある
いは、下方の音像定位効果を安定に得られるようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】頭部伝達関数の測定環境を説明するための図である。
【図２】頭部伝達関数の測定環境を説明するための図である。
【図３】方位角を変えながら測定した上方の頭部音響伝達関数と下方の頭部音響伝達関数
との差分の特性を示す図である。
【図４】この発明の一実施の形態が適用された音響処理装置について説明するための図で
ある。
【図５】音像定位処理フィルタの構成例を説明するための図である。
【図６】上方の頭部音響伝達関数と下方の頭部音響伝達関数との差分に応じた特性の付与
と、８ｋＨｚ付近の強調とを行うようにした場合について説明するための図である。
【図７】図６に示した８ｋＨｚ部分を拡大して示した図である。
【図８】音像定位処理フィルタと８ｋＨｚ付近を強調するための強調フィルタを有する音
響処理装置について説明するための図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図を参照しながら、この発明による装置、方法、プログラムの一実施の形態につ
いて説明する。以下に説明する実施の形態においては、実音源がリスナーの頭部よりも下
方に位置し、当該実音源から放音される音声による音像を、実音源よりも上方に定位させ
るようにする場合を例にして説明する。
【００１６】
　［８ｋＨｚ帯以外の方向決定帯域の調査］
　従来から用いられている頭上方向の方向決定帯域は約８ｋＨｚを中心とした狭帯域なも
ののみである。そこで、この帯域以外にある上方（もしくは下方）への音像定位のための
スペクトラルキュー（手がかり）の調査を行った。
【００１７】
　図１、図２は、当該調査の調査条件について説明するための図である。図１において、
点線で示したように、リスナー１の耳部を通る水平面を境とし、当該水平面から約３０度
の上昇角（正中面での仰角）方向に上方音源２ｕを設け、当該水平面から約３０度の下降
角（正中面での俯角）方向に下方音源２ｄを設ける。
【００１８】
　これら上方音源２ｕと下方音源２ｄとを、図２に示すように、リスナー１に対して０度
の位置（正中面）からリスナー１の周囲を３０度刻みの方位角が示す位置に移動させる。
そして、そのそれぞれの方位各の位置に、上方音源２ｕ、下方音源２ｄがある場合におい
て、頭部音響伝達関数（Head Related Transfer Function）を測定する。
【００１９】
　具体的には、図２に示した３０度刻みの方位角の示す位置において、リスナーの頭部の
向きは変えずに、図１に示したように、上方頭部音響伝達関数（以下、上方ＨＲＴＦと略
称する。）と下方頭部音響伝達関数（以下、下方ＨＲＴＦと略称する。）とを測定する。
【００２０】
　なお、この頭部音響伝達関数の測定は、国際的人体寸法（HUMANSCALE1/2/3）に基づく
世界中の人種の平均寸法で作製されているＢ＆Ｋ社製のＨＡＴＳ（Head And Torso Simul
ator）を使用して行うようにした。
【００２１】
　このようにして、方位角毎に測定した上方ＨＲＴＦと下方ＨＲＴＦとのスペクトラム差
分（上方ＨＲＴＦ－下方ＨＲＴＦ）を取り、これをグラフ化する。
【００２２】
　図３は、上述した調査条件にしたがって、水平面を境とした上方ＨＲＴＦと下方ＨＲＴ
Ｆのスペクトラム差分（上方ＨＲＴＦ－下方ＨＲＴＦ）を取った場合の周波数スペクトラ
ムを示す図である。
【００２３】
　なお、図３では、リスナー１の正面（０度）を基準にした３０度刻みの方位角毎（０度
、３０度、６０度、９０度、１２０度、１５０度、１８０度のそれぞれ毎）に測定した上
方ＨＲＴＦと下方ＨＲＴＦのスペクトラム差分を示している。また、図３において横軸は
周波数（対数メモリ）であり、縦軸はゲイン（ｄＢ）である。
【００２４】
　そして、図３において、符号ａで示した周波数スペクトラムが、音源側の耳（図２の例
の場合には右耳）におけるＨＲＴＦのスペクトラム差分（上方ＨＲＴＦ－下方ＨＲＴＦ）
である。また、符号ｂで示した周波数スペクトラムが、音源逆側の耳（図２の例の場合に
は左耳）におけるＨＲＴＦのスペクトラム差分である。
【００２５】
　図３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）、（ｇ）のそれぞれを比較して
見ると、方位角に関係なく約２００Ｈｚから約１．２ｋＨｚの帯域において、低域側に比
較してスペクトラム差分が凹んでいるという特徴的な共通構造が観察できる。
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【００２６】
　すなわち、下方ＨＲＴＦに比較して、同一方位角の上方ＨＲＴＦは同帯域のレベルが下
がる傾向にあることが分る。そして、その傾向は方位角に関係なく成立していることが分
る。
【００２７】
　ここで、リスナーの頭部に対して下方に音源（下方スピーカ）を設け、これで音声を放
音しながら、その放音される音声が形成する音像を、リスナーの頭部に対して上方に定位
させるフィルタを頭部音響伝達関数（ＨＲＴＦ）に基づいて考えてみる。
【００２８】
　ここでは、説明を簡単にするために、両耳の頭部音響伝達関数（ＨＲＴＦ）が略等しく
なる正中面（図２に示した０度）の方向に下方音源２ｄと上方音源２ｕを設けた場合を例
にして説明する。
【００２９】
　図４は、この実施の形態の音響処理装置について説明するための図であり、リスナーと
音源及び音像の関係をも説明するための図である。図４に示すように、この例の音響処理
装置は、音声信号処理部１１、音像定位処理フィルタ１２、スピーカ１３、レベル指示部
１４を備えたものである。
【００３０】
　この例の音響処理装置は、例えば、テレビジョン受像機、車載オーディオ機器、ゲーム
機などのオーディオ信号（音声信号）を処理して出力する種々のオーディオ機器に適用可
能なものである。
【００３１】
　そして、図４に示すように、この例の音響処理装置は、スピーカ（音源）１３がリスナ
ー１の下方に位置する場合に、スピーカ１３から放音される再生音声による音像が、仮想
音像位置２０もしくはそれに近い位置に知覚できるようにする。
【００３２】
　すなわち、図４において、スピーカ（音源）１３の位置が、実際に音声が放音される実
音源位置であり、音像２０が示す位置が、ユーザーが音像を知覚する仮想音像位置（仮想
音源）となる。
【００３３】
　音声信号処理部１１には、例えば、種々の記録媒体から読み出されたデジタル音声信号
や、受信されたデジタル放送信号から分離されたデジタル音声信号などが供給するように
される。
【００３４】
　音声信号処理部１１は、これに供給されたデジタル音声信号から所定の形式の再生対象
のデジタル音声信号を形成し、これを音像定位処理フィルタ１２に供給する。
【００３５】
　例えば、供給されたデジタル音声信号が、データ圧縮されたものである場合には、音声
信号処理部１１は、圧縮伸張処理を行って、データ圧縮前のデジタル音声信号を復元する
。また、供給されたデジタル音声信号が、所定の変調方式で変調されたものであるときに
は、これを復調して、元のデジタル音声データを復調するなどの処理を行う。
【００３６】
　音像定位処理フィルタ１２は、図４に示すように、予め測定される仮想音像位置２０か
らリスナー１の耳元までの頭部音響伝達関数（上方ＨＲＴＦ）とスピーカ１３からリスナ
ー１の耳元までの頭部音響伝達関数（下方ＨＲＴＦ）とのスペクトラム差分に応じた周波
数－ゲイン特性を付与する。ここで、スペクトラム差分は、（上方ＨＲＴＦ－下方ＨＲＴ
Ｆ）で与えられる。
【００３７】
　このように、（上方ＨＲＴＦ－下方ＨＲＴＦ）に応じた特性を、再生音声に対して付与
することは、スピーカ１３から放音される音声について、以下に示す（１）、（２）の２



(6) JP 5499513 B2 2014.5.21

10

20

30

40

50

つの処理を施すことを意味する。すなわち、　
（１）スピーカ１３からリスナー１の耳元までの特性（下方ＨＲＴＦ）で、スピーカ１３
から放音されリスナーの耳元に到達する音声のリスナー１の耳元における特性をフラット
に補正する。　
（２）その上で、スピーカ１３から放音されリスナーの耳元に到達する音声に対して、目
的とする位置の音像（仮想音像位置）２０からリスナー１の耳元までの特性（上方ＨＲＴ
Ｆ）を与える。ということを意味する。
【００３８】
　そして、音像定位処理フィルタ１２で、（上方ＨＲＴＦ－下方ＨＲＴＦ）なる特性が付
与された後のデジタル音声信号は、アナログ音声信号に変換された後に、スピーカ１３に
供給され、当該スピーカ１３から再生音声が放音される。
【００３９】
　このように、この実施の形態の音響処理装置においては、スピーカ１３から放音される
音声は、音像定位処理フィルタ１２において、（上方ＨＲＴＦ－下方ＨＲＴＦ）なる特性
が付与されている。これにより、スピーカ１３からの放音音声による音像は、仮想音像位
置２０もしくはそれに近い位置に定位しているように再生音声を聴取することができるよ
うにされる。
【００４０】
　なお、図４に示した例の場合には、スピーカ１３と仮想音像位置２０とがリスナー１に
対して正中面にある場合を例にして示した。しかし、この場合に限るものではない。スピ
ーカ１３と仮想音像位置２０とがリスナー１に対して正中面でない方位に存在する場合に
も、基本は、再生対象の音声信号について、下方ＨＲＴＦで補正し、上方ＨＲＴＦ特性を
与えるという考え方になる。
【００４１】
　このとき、両耳のＨＲＴＦにおいて、　
　上方ＨＲＴＦ（左耳）－下方ＨＲＴＦ（左耳）
　＝　上方ＨＲＴＦ（右耳）－下方ＨＲＴＦ（右耳）…（１）
と言う（１）式で示す関係が成立するのであれば、正中面でない場合も、図４を用いて説
明した仮想音像処理フィルタ１２により、再生音声の音像上昇させることができることに
なる。
【００４２】
　ここで、図３の上方ＨＲＴＦと下方ＨＲＴＦとの差分の特性を再び確認する。図３にお
いて、正中面でない場合の差分の特性は（ｂ）～（ｆ）である。これらを見ると、高域側
ほど上述の（１）式が成立しなくなっている傾向が見える。
【００４３】
　しかし、（１）式にはやや不完全ながら、約１．２ｋＨｚ程度までの低域～中域では差
が小さく、形状も似ているのでマクロには（１）式に近似していると言える。
【００４４】
　ここまでをまとめると、「上方ＨＲＴＦ－下方ＨＲＴＦ」と言う特性には以下のような
特徴が見られる。
【００４５】
（Ａ）方位角に関係なく約２００Ｈｚから約１．２ｋＨｚの帯域において、低域側に比較
してスペクトラム差分が凹んでいる。　
（Ｂ）方位角に関係なく約１．２ｋＨｚ程度までの低域～中域では（１）式がマクロに成
立している。
【００４６】
　これら（Ａ）、（Ｂ）に示した特徴から考えると以下のことが言える。すなわち、約１
．２ｋＨｚ以下の帯域については、約２００Ｈｚから約１．２ｋＨｚの帯域において低域
側に比較してゲインが凹むようなフィルタとすれば、固定フィルタ構成で方位角に関係な
く音像を上昇させることができる。前述した８ｋＨｚ付近の狭帯域の方向決定帯域に比べ
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、広帯域かつ様々な音声に対応できるようになるため、音像上昇効果も安定する。
【００４７】
　なお、この実施の形態においては、図４を用いて説明したように、リスナー１の下方に
位置するスピーカ１３から放音される音声による音像を、仮想音像位置２０もしくはそれ
に近い位置に知覚できるようにした。
【００４８】
　しかし、図４を用いて説明した音像定位処理フィルタ１２を、正負逆形状のゲインフィ
ルタとする場合を考える。この場合には、リスナー１の上方（例えば仮想音像位置２０の
位置）に位置するスピーカから放音される音声による音像を、リスナー１の下方（例えば
スピーカ１３の位置）もしくはそれに近い位置に位置する仮想音像位置の方向に知覚でき
るようにすることができる。
【００４９】
　このように方位角に対し安定した傾向があるという事は、スピーカとリスナーとの位置
関係において、その方位角に関係なく固定フィルタ構成でリスナーの耳位置を通る水平面
よりも下（上）に位置するスピーカからの放音音声の音像を、上側（下側）に定位させら
れることを意味する。
【００５０】
　すなわちサービスエリアの広い音像位置の上下への移動フィルタの可能性を示しており
、固定されたフィルタであるにも関わらず、様々なリスナー位置でロバストな音像移動効
果を実現することができる。
【００５１】
　したがって、上述もしたように、音像定位処理フィルタ（音像上下移動フィルタ）は、
音像上昇させる場合、例えば所謂パラメトリックイコライザ（ＰＥＱ）で、上述した２０
０Ｈｚ～１．２ｋＨｚの帯域の音声信号を凹ませればよい。なお、逆に、音像下降させる
場合は、同帯域のゲインを上げるようにすればよい。
【００５２】
　図５は、音像定位処理フィルタ１２の構成例を説明するための図である。音像定位処理
フィルタ１２は、例えば、図５（ａ）に示すように、１つのデジタルフィルタによって実
現することができる。当該デジタルフィルタ１２は、例えば、前述したＰＥＱといったＩ
ＩＲ（Infinite Impulse Response）フィルタやＦＩＲ(Finite Impulse Response)フィル
タによって実現可能である。
【００５３】
　また、音像定位処理フィルタ１２は、図５（ｂ）に示すように、多段のデジタルフィル
タ１２（１）、１２（２）、…、１２（ｎ）によって、構成することもできる（シリアル
構成）。このようにした場合には、きめ細かに周波数範囲を指定して所望のゲインを付与
することができる。
【００５４】
　また、図５（ｃ）に示すように、減算成分生成部１２１と、演算器１２２とによって構
成することもできる（パラレル構成）。
【００５５】
　この場合、減算成分生成部１２１は、これに入力されたアナログ音声信号に基づいて、
２００Ｈｚ～１．２ｋＨｚの中域の音声信号に対して、（上方ＨＲＴＦ－下方ＨＲＴＦ）
に応じた特性を付与するための信号（減算成分信号）を生成するものである。減算成分生
成部１２１において生成された信号は、演算器１２２に供給される。
【００５６】
　演算器１２２は、これに供給された音声信号の２００Ｈｚ～１．２ｋＨｚの帯域成分か
ら、減算成分生成部１２１から供給される信号（減算成分信号）を減算する。これにより
、再生対象の音声信号に対して、図３に示したように、２００Ｈｚ～１．２ｋＨｚの帯域
の信号のゲインを低下させ、リスナーの下方に位置するスピーカから放音される音声によ
る音像を、リスナーの正面方向やそれよりも上方に定位させることができる。
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【００５７】
　なお、上述した実施の形態においては、デジタル音声信号を処理する場合を例にして説
明したが、アナログ音声信号を処理する場合にもこの発明を適用できる。
【００５８】
　このように、音像定位処理フィルタ１２は、種々の構成のイコライザの形態で実現でき
るものである。
【００５９】
　［レベル指示に応じたレベル調整］
　また、図４に示したように、レベル指示部１４を設け、ユーザーからのレベル指示入力
を受け付けて、これを音像定位処理フィルタ１２に供給するように構成する。そして、音
像定位処理フィルタ１２において、ユーザーからの指示に応じて、２００Ｈｚ～１．２ｋ
Ｈｚの帯域のゲインを調整することができるようにされる。
【００６０】
　この場合、音像定位処理フィルタ１２をパラメトリックイコライザの構成とし、例えば
、１０Ｈｚ単位、１００Ｈｚ単位と言うように、きめ細かくゲインを調整できるようにす
ることにより、ユーザーの意図に応じた細かい調整が可能となる。
【００６１】
　また、例えば、中心周波数について、ゲインの調整を行うようにすることによって、こ
れに応じて、２００Ｈｚ～１．２ｋＨｚの範囲のゲインを、中心周波数に対するゲインに
応じて自動的に調整するようにすることも可能である。
【００６２】
　このように、音像の移動に関与する２００Ｈｚ～１．２ｋＨｚの範囲の音声信号のゲイ
ンを調整できるようにしておくことにより、ユーザー自身が、仮想音像２０の位置が上が
りすぎたり、下がりすぎたりした場合に、これを迅速かつ的確に調整することができる。
【００６３】
　［多チャンネルへの対応］
　なお、ここでは、説明を簡単にするため、１つのスピーカから音声を放音する場合を例
にして説明した。しかし、テレビジョン受像機や車載オーディオ機器においては、少なく
ともステレオ音声を再生する場合が多い。
【００６４】
　そして、例えばステレオ音声を、リスナーに対してリスナーの耳部を通る水平面よりも
下側に配置されたステレオスピーカで再生する場合は、各チャネルの信号に対して図４、
図５を用いて説明した音像定位処理フィルタを左右のチャンネル毎に個別に施す。
【００６５】
　このようにして構成したステレオ音声を再生する音響処理装置について、図４、図５を
用いて説明した音像定位処理フィルタを適用してステレオ音声での試聴試験を行った結果
、不特定多数の被験者で、音像移動効果が認められた。
【００６６】
　なお、K.Genuitは、人間の体の各パーツ（各部位）の頭部音響伝達関数（ＨＲＴＦ）へ
の幾何学的影響について言及している。それによると頭部は４００Ｈｚ以上、肩部は２０
０Ｈｚ～１０ｋＨｚ、胴体は１００Ｈｚ～２ｋＨｚでそれぞれ影響するということが言わ
れている。
【００６７】
　そして、この実施の形態の音響処理装置において用いているのは、上述もしたように、
上方ＨＲＴＦと下方のＨＲＴＦとの差分であり、ＨＲＴＦそのものではないが、少なから
ず、人間の体のパーツの影響を受けている。
【００６８】
　すなわち、上方ＨＲＴＦはその音の伝達経路から、人間の体のパーツの中では頭部の影
響を大きく受けているものと考えられる。また、下方ＨＲＴＦは頭部のみならず肩部、胴
体の影響を受けているものと考えられる。
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【００６９】
　人間の体の各パーツ（部分）には確かに個人差はある。しかしながら、人間の体の各パ
ーツは、体に対する位置やその大きさの割合、また、形状などが大きく異なるものではな
い。
【００７０】
　したがって、頭部音響伝達関数（ＨＲＴＦ）が人間の体の各パーツの影響を受けている
にしても、結果としてそれらが反映された上方ＨＲＴＦと下方のＨＲＴＦとの差分に基づ
いて、再生対象の音声信号に対してフィルタ処理が施されることになる。これにより、多
くの異なるリスナーにとって、スピーカから放音される音声の音像を、自己の頭部の正面
や上方、あるいは、下方に移動させる（定位させる）ことができる。
【００７１】
　このことは、上述もしたように、図４、図５を用いて説明した音像定位処理フィルタを
適用してステレオ音声での試聴試験を行った結果、不特定多数の被験者で、音像移動効果
が認められたことからも明らかである。
【００７２】
　なお、上述もしたように、従来から用いられている上方の方向決定帯域の場合の問題点
としては、強調する周波数帯域が、高域（８ｋＨｚ付近）かつ狭帯域であるため、様々な
周波数帯域を含む音声信号を処理対象とする場合も安定感に問題があるところである。
【００７３】
　この実施の形態の音響処理装置において用いられるスペクトラルキューは、２００Ｈｚ
～１．２ｋＨｚと言う音声の主要な帯域をカバーしていることから、様々な音声に対しわ
かりやすい効果をより安定的に提供できるというメリットがある。
【００７４】
　［従来の方向決定帯域の利用］
　ところで、従来から用いられている上方の方向決定帯域は、上述もしたように、高域か
つ狭帯域であるために安定感に問題がある。しかしながら、８ｋＨｚ付近の高域の周波数
成分を含む音声信号を処理する場合には、ある程度の効果が期待できる。
【００７５】
　そこで、この実施の形態の音響処理装置においては、上述もしたように、２００Ｈｚ～
１．２ｋＨｚにおいて、ゲインを低くすると共に、８ｋＨｚ付近の信号についてはゲイン
を上げて強調する。
【００７６】
　すなわち、以下に説明するこの実施の形態の音響処理装置においては、新たに用いるス
ペクトラルキューと、従来から用いられている上方の方向決定帯域とを組み合わせて音声
信号を処理する。これにより、図４に示したように、リスナー１の下方に位置するスピー
カ１３からの放音音声の音像を、リスナー１の正面方向や、それよりも上方に定位させる
ようにする。
【００７７】
　図６は、２００Ｈｚ～１．２ｋＨｚにおいてゲインを低くすると共に、８ｋＨｚ付近の
信号についてはゲインを上げて強調する場合の処理について説明するためのゲインの特性
を示す図である。
【００７８】
　この例においては、図６において、符号Ａで示した部分のように、２００Ｈｚ～１．２
ｋＨｚの帯域の音声信号については、例えば、７５０Ｈｚを中心周波数として、ゲインを
低くするように調整する。すなわち、この部分は、上述した「上方ＨＲＴＦ－下方ＨＲＴ
Ｆ」に基づいてゲインを低減させるように調整を行う部分である。
【００７９】
　さらに、図６において、符号Ｂで示した部分のように、８ｋＨｚ付近の音声信号につい
ては、例えば、８ｋＨｚを中心周波数として、ゲインを高くするように調整する。この部
分は、上述もしたように、従来から用いられている上方の方向決定帯域に応じた部分であ
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る。
【００８０】
　このように、２００Ｈｚ～１．２ｋＨｚの音声信号と、８ｋＨｚ付近の音声信号とを処
理対象とすることにより、より広帯域な信号処理となる。このため、様々な音声に対して
より効果が安定し、音像位置の上方への移動の効果がよりわかりやすくなるメリットがあ
る。
【００８１】
　ところで、８ｋＨｚ近傍の上方の方向決定帯域を強調するに当たり、従来は、８ｋＨｚ
付近をイコライザで単純に強調するようにしている。しかし、この方式では通常、強調し
たい帯域の裾野部分も強調されてしまうので、周波数マスキングにより肝心の帯域の強調
感がやや薄れてしまうと言う問題がある。
【００８２】
　このため、方向決定帯域前後端の帯域を抑圧することが考えられる。しかし、この方式
では周波数マスキングは低減されるが、強調感が薄いと言う問題がある。そこで、この実
施の形態の音響処理装置においては、低域側から急峻に方向決定帯域を強調するようにし
ている。
【００８３】
　図７は、図６において符号Ｂが示した８ｋＨｚ付近を拡大して示した図である。８ｋＨ
ｚを中心周波数として、左右対称にする場合には、図７に示すように、低域側は点線で示
したようになる。
【００８４】
　しかし、図７において実線で示したように、周波数が低い側から８ｋＨｚに向っては、
ゲインを急峻に上昇させるように制御し、８ｋＨｚを中心として左右非対称となるように
ゲインを調整する。
【００８５】
　このようにすることによって、方向決定帯域を強調すると共に、影響の大きいと言われ
る低域側の周波数マスキングを抑制し、より大きな感覚レベルの強調効果が得られるよう
にしている。
【００８６】
　図８は、図６、図７を用いて説明したように、２００Ｈｚ～１．２ｋＨｚにおいてゲイ
ンを低くすると共に、８ｋＨｚ付近の信号についてはゲインを上げて強調する処理を行う
音響処理装置について説明するためのブロック図である。
【００８７】
　図８に示すように、この例の場合には、音像定位処理フィルタ１２とスピーカ１３との
間に８ｋＨｚ帯強調フィルタ１５を設けたものである。
【００８８】
　図８において、音像定位処理フィルタ１２は、図４、図５を用いて説明した音像定位処
理フィルタ１２と同様のものである。そして、音像定位処理フィルタ１２は、図６におい
て、符号Ａが示した部分のように、２００Ｈｚ～１．２ｋＨｚの帯域の音声信号のゲイン
を低減させる処理を行う。
【００８９】
　また、８ｋＨｚ帯強調フィルタ１５は、図６において符号Ｂが示した部分、あるいは、
図７に示したように、８ｋＨｚ付近の音声信号のゲインを上げる処理を行う。この８ｋＨ
ｚ帯強調フィルタ１５もまた、デジタルフィルタやＤＳＰの構成として実現可能である。
また、図５（ｃ）に示した例の場合とは逆に、加算成分生成部と加算器とによって、８ｋ
Ｈｚ帯強調フィルタ１５を構成することも可能である。
【００９０】
　これら、音像定位処理フィルタ１２と８ｋＨｚ帯強調フィルタ１５とによって、図６に
示したように、再生対象の音声信号に対してゲイン調整を施し、リスナーの下方に位置す
るスピーカから放音される音声の音像を、上方に定位させることができる。
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【００９１】
　［周波数帯域の微調整とゲイン特性の調整］
　なお、上述した実施の形態においては、音像定位処理フィルタ１２においては、図６の
符号Ａが示す部分のように、７５０Ｈｚを中心周波数とした場合を例にして説明した。し
かし、これに限るものではない。
【００９２】
　例えば、中心周波数は、８００Ｈｚや１ｋＨｚなどとすることが可能である。また、例
えば、中心周波数を１ｋＨｚとし、低域側から１ｋＨｚに向う方向には、なだらかにゲイ
ンを低くなるようにし、１ｋＨｚから１．２ｋＨｚに向う部分では、比較的に急峻にゲイ
ンを上昇させるようにするなど種々の態様とすることができる。
【００９３】
　つまり、音声信号に与えるべきゲイン特性の詳細は調整することが可能である。このよ
うに、２００Ｈｚ～１．２ｋＨｚの範囲におけるフィルタリングにおいては、ゲインのボ
トムやピークとなる周波数を変えたり、周波数ごとのゲインを変えたりすることが可能で
ある。
【００９４】
　なお、上述した実施の形態においては、図３に示した（上方ＨＲＴＦ－下方ＨＲＴＦ）
を取った場合の周波数スペクトラムに基づいて、２００Ｈｚ～１．２ｋＨｚの帯域を、音
像の移動に関与する帯域とした。
【００９５】
　しかし、必ずしも、この帯域のみに限るものではない。例えば、リスナーに対するスピ
ーカまでの距離や、リスナーの耳部を含む水平面とスピーカ方向とのなす角度等に応じて
、若干の周波数帯域の移動は可能である。
【００９６】
　例えば、下限は２００Ｈｚとし、上限は、例えば、１．２～２ｋＨｚの範囲で決めるよ
うにすることも可能である。また、上限を高い方向に移動させるようにした場合には、下
限についても周波数の高い方向にスライドさせるようにしても良い。なお、いずれにして
も、重要な基準として、１．２ｋＨｚを含む帯域となるようにする。
【００９７】
　［実施の形態の効果］
　上述した実施の形態の音響処理装置によれば、従来知られる方向決定帯域（８ｋＨｚ近
傍）とは異なる、より音声の主帯域側にある音像の移動に関与するスペクトルを操作する
。すなわち、頭部音響伝達関数の上方方向と下方方向との差分に現れる、音像の移動に関
与する安定的なゲイン構造を、音声信号に対して施すフィルタ処理に反映させる。
【００９８】
　これにより、音像の移動効果を、安定的に実現することができると共に、そのサービス
エリアを拡大させることができる。すなわち、音像の移動効果の安定性とサービスエリア
の拡大とを両立させることができる。
【００９９】
　［この発明の方法、プログラム］
　なお、上述もしたように、音像定位処理フィルタ１２や８ｋＨｚ帯強調フィルタ１５は
、ＤＳＰなどのコンピュータによって構成することも可能なものである。
【０１００】
　このため、仮想音像位置から放音される音声のリスナーの耳までの予め測定される第１
の頭部音響伝達関数と実音源位置から放音される音声の耳までの予め測定される第２の頭
部音響伝達関数との差分に応じた特性を、フィルタ手段が音声信号に対して付与する音像
定位処理方法が、この発明による方法である。
【０１０１】
　すなわち、図４、図８に示した音像定位処理フィルタ１２において行う処理が、この発
明による方法が適用されて行われるものである。更に、図８に示した８ｋＨｚ帯強調フィ
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ルタ１５の機能を盛り込むようにすることも可能である。
【０１０２】
　また、音声データを処理するコンピュータが、仮想音像位置から放音される音声のリス
ナーの耳までの予め測定される第１の頭部音響伝達関数と実音源位置から放音される音声
の耳までの予め測定される第２の頭部音響伝達関数との差分に応じた特性を、音声信号に
対して付与する、コンピュータ読み取り可能な音像定位処理プログラムが、この発明によ
るプログラムである。
【０１０３】
　すなわち、図４、図８に示した音像定位処理フィルタ１２を構成するコンピュータにお
いて実行されるプログラムが、この発明によるプログラムが適用されたものである。更に
、図８に示した８ｋＨｚ帯強調フィルタ１５の機能を盛り込むようにすることも可能であ
る。
【０１０４】
　このように、この発明による音響処理装置において説明した内容の音響処理方法、音響
処理プログラムが、この発明による方法、プログラムである。
【０１０５】
　［その他］
　なお、上述した実施の形態において、音像定位処理フィルタ（音像上下移動フィルタ）
１２に対する入力音声は、通常の音声のみならず、様々な信号処理を経た(もしくは以降
に経る)音声信号にも適用できる。
【０１０６】
　また、この発明は、テレビジョン受像機、車載オーディオ機器、ゲーム機、その他、音
声信号を再生する種々のオーディオ機器にこの発明を適用することができる。
【０１０７】
　特に、テレビジョン受像機や家庭用ゲーム機などに適用した場合には、例えば、表示画
面の下側にスピーカが設置されている場合であっても、当該スピーカから放音される音声
を、スピーカの上方に位置する表示画面方向に音像を定位させるようにすることができる
。
【０１０８】
　同様に、例えば、表示画面の上側にスピーカが設置されている場合であっても、当該ス
ピーカから放音される音声を、スピーカの下方に位置する表示画面方向に音像を定位させ
るようにすることができる。
【符号の説明】
【０１０９】
　１…リスナー（聴取者）、１１…音声信号処理部、１２…音像定位処理フィルタ、１３
…スピーカ、１４…レベル処理部、１５…８ｋＨｚ帯強調フィルタ
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